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社
会
保
障
・

      

税
番
号
制
度

〜 
１
人
に
１
つ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー 

〜

　
「
通
知
カ
ー
ド
」は
、
地
方
公
共
団
体
シ
ス
テ
ム
機
構
に
よ
り
発
送
業
務
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
郵
便

局
か
ら
の
配
達
は
、お
お
む
ね
11
月
中
旬
以
降
の
予
定
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

11
月
中
旬
以
降
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
が
住
民
票
の

住
所
の
世
帯
主
宛
て
に
、
簡
易
書

留
で
転
送
不
要
と
し
て
順
次
送
付

さ
れ
ま
す
（
不
在
の
場
合
は
「
郵

送
物
等
ご
不
在
連
絡
票
」
が
入
り

ま
す
の
で
、
郵
便
局
で
の
保
管
期

限
内
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
）。

　

通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
ら
れ
た

人
は
、
住
所
・
名
前
な
ど
の
記
載

内
容
が
最
新
の
内
容
と
一
致
し
て

い
る
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
異

な
る
場
合
は
、
記
載
事
項
の
変
更

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
住
所
や
名
前
な
ど

が
変
わ
っ
た
場
合
に
も
、
変
更
の

事
実
が
生
じ
て
か
ら
、
14
日
以
内

に
通
知
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
の
変

更
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、各
種
届
け
出
の
際
は
通
知
カ
ー

通
知
カ
ー
ド
の
内
容
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

　

今
回
の
ア
ダ
ル
ト
サ
イ

ト
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

不
成
立
あ
る
い
は
無
効
の
主
張
の

余
地
が
あ
る
た
め
、
現
状
で
の
支

払
い
は
見
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。不

当
な
支
払
い
を
促
す
た
め
に
、
詐

欺
業
者
が
「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド

を
買
っ
て
、
そ
の
番
号
を
教
え
ろ
」

と
指
示
す
る
手
口
が
あ
り
ま
す
。

　

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
は
購
入

し
た
ま
ま
の
状
態
な
ら
、
レ
シ

ー
ト
と
と
も
に
購
入
し
た
コ
ン

ビ
ニ
に
持
参
し
て
、
返
品
交
渉

を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。コ
ン

ビ
ニ
で
返
品
が
で
き
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
Ａ
社
の
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
モ
ー
ル
な
ど
で
使
用
す
る

こ
と
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
カ
ー
ド
に

は
資
金
決
済
法
が

適
用
さ
れ
、
そ
の
法
律
で
は
プ

リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
払
い
戻
し

は
、
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

残
金
が
残
っ
て
い
て
も
、購
入
し

た
状
態
の
ま
ま
で
も
、現
金
で
の

返
金
交
渉
は
難
航
し
ま
す
。　

　

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
で
の
支

払
い
を
指
示
さ
れ
た
ら
、
ま
ず

は「
怪
し
い
」と
疑
い
、
当
セ
ン

タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

   

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
を
見

よ
う
と
し
た
ら
、
突
然
「
登
録

完
了
」
の
画
面
に
な
り
、
高
額

請
求
の
記
載
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
間
違
っ
て
登
録
さ
れ
た
方
」

の
画
面
を
タ
ッ
チ
し
て
、
表
示

さ
れ
た
番
号
に
電
話
す
る
と
、

入
金
し
な
い
と
退
会
手
続
き
が

で
き
な
い
と
の
こ
と
。コ
ン
ビ

ニ
で
Ａ
社
の
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー

ド
を
３
万
円
分
購
入
し
て
、
そ

の
番
号
を
メ
ー
ル
で
送
る
よ
う

指
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

カ
ー
ド
は
購
入
し
た
も
の

の
、
番
号
を
伝
え
よ
う
か
ど
う

か
迷
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ

Ａ助
言

消費者相談
～コンビニでプリペイドカード購入を
指示する事業者に注意！～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

ド
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■ 
記
載
事
項
変
更
・
郵
便
局
で
の

保
管
期
限
が
過
ぎ
通
知
カ
ー
ド

を
受
け
取
っ
て
い
な
い
場
合

必
要
書
類

▽ 

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認

書
類
（
本
人
お
よ
び
代
理
人
）

※ 

健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
な
ど

は
２
点
の
提
示
が
必
要
で
す
。

▽ 

同
一
世
帯
員
以
外
の
代
理
人
は

委
任
状
、
法
定
代
理
人
は
戸
籍

謄
本
な
ど
と
資
格
を
証
明
す
る

書
類

▽ 

通
知
カ
ー
ド
（
記
載
事
項
変
更

の
場
合
）

■ 

10
月
５
日
直
前
・
直
後
に
引
っ

越
し
し
た
場
合
の
通
知
カ
ー
ド

送
付
先

Ⓐ 

10
月
５
日
直
前
に
他
市
か
ら
交

野
市
に
転
入
＝
転
入
手
続
き

後
、
新
住
所
に
送
付
さ
れ
ま
す

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

Ⓑ 

10
月
５
日
以
前
に
他
市
を
転
出

し
、
10
月
５
日
以
降
に
交
野
市

に
転
入
＝
転
入
手
続
き
後
、
新

住
所
に
送
付
さ
れ
ま
す

Ⓒ 

10
月
５
日
以
降
に
他
市
に
転
出

＝
転
入
先
の
市
区
町
村
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

手 

続
き
先
・
問
い
合
わ
せ　

市
民

課
（
℡  
８
９
２
・
０
１
２
１
） 転出 転入

転入転出転入転出

10 月 5日
施行日

Ⓐのケース

Ⓑのケース

Ⓒのケース


